ゲストハウス運営委員会規約

(名称)
第1条　本会は、「ゲストハウス運営委員会」(以下、運営委員会)と称する。

(目的)
第2条　運営委員会は、円滑な運営を図るため、舞鶴市加佐地域における都市・農村交流、地域への普及等を実現し、もって広範な地域文化の発展及び活性化に寄与することを目的とする。　

(事業)
第３条　運営委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
　　　⑴ゲストハウスの運営に関すること。
　　　⑵体験メニューの企画・立案に関すること。　　
　　　⑶その他運営に必要な業務に関すること。

(組織)
第４条　本組織の会員になる者は、目的達成のために一口１０万円の出資金を納めるものとする。
　　２　運営委員会は、必要において検討部会を設置することができる。
　　３　運営委員会は、必要に応じてオブザ－バ－参加を認めることができる。  
　　　
(加入)
第５条　運営委員会に加入しようとする者は、会長に申告しなければならない。

(脱退)
第6条　運営委員会から脱退しようとする者は、会長に申告しなければならない。なお、会員でなくなった場合は出資金の返金はしないものとし、異議は申し立てしないものとする。
2　前項の申し出があったときは、運営委員会で脱退の可否を協議し、その　結果を会長は申し出者に通知しなければならない。

(役員)
第７条　運営委員会に、次の役員をおく。
　　　会長　１名、副会長　２名、事務局　１名、会計　１名、監事　１名のほか、常任委員若干名及び顧問を置くことができる。（別表）
　　2　運営委員会の会長は、委員の互選により定める。
    3　運営委員会の副会長は、委員長が指名する。
    4　運営委員会の監事（査）は、委員の互選により定める。
    5　運営委員会のその他の役員は、委員の互選により定める。

(任期)
第８条　運営委員会の役員及び委員任期は２年とし、再任は妨げないものとする。但し、欠員により運営委員会の役員でなくなったときは、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。

(職務)
第９条　運営委員会の役員は、次の職務を遂行する。
　　　⑴　会長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。
　　　⑵　副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
　　　⑶　会計は、運営委員会の経理全般を担当する。
　　　⑷　監事（査）は、運営委員会の活動及び経理を監査する。

(役員会議)
第１０条　運営委員会の役員会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長をつとめるものとする。
    2　運営委員会の会議は、次の掲げる事項を審議し、議決する。
　　　①　事業及びイベント等の開催計画
　　　②　予算・決算の執行状況に関すること
　　　③　規約の制定（案）又は改正（案）に関すること
　　　④　総会に提出する議案の作成に関すること
　　　⑤　組織運営等に必要な事項の協議案件に関すること
　　　⑥　その他重要な事項に関すること

(総会)
第１１条　運営委員会は、毎年度定期総会を開催し、次の事項を議決するものとする。但し、役員会（役員の１／２以上）が必要と認めた場合は、臨時総会を開催　できるものとする。
　　　⑴　事業報告・会計決算に関すること
　　　⑵　事業計画（案）・会計予算（案）に関すること
　　　⑶　規約の制定及び改正に関すること
　　　⑷　その他必要事案に関すること

(総会の議決)
第１２条　総会の議決は、会員の1/2又は出席者の1/2を以て決し、可否同数の場合は、会長の決するところとする。

(会計年度)
第１３条　運営委員会の会計年度は、４月１日から翌年3月３１日までとする。　

(運営経費)
第１４条  運営委員会の運営経費は、出資金・事業収入・その他の収入を以て充てる。

(雑則)
第１５条  この規約に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は役員会議に諮り、別に定めるものとする。 

(事務局)
第１６条  運営委員会の事務等を処理するため、ゲストハウス内に事務局を置く。

附則　　この規約は、平成２３年１２月２７日より施行する。　
この規約は、平成２５年１２月　７日より施行する。












別表
　　　　役　員　体　制
会　長　　霜尾　共造
副会長　　佐藤　淳
副会長　　仲西　利光
事務局　　鈴木　真行
会　計　　矢野　麻衣子
　　　　　徳永　啓二
常任委員　

監事（査）瓜生　勝朗
顧　問
